
 

世田谷区児童虐待通告受付業務及び世田谷区子ども・子育てテレフォン事業 

委託事業者選定委員会設置要綱 

 

令和７年１１月５日 

７世児支第４７３号 

 

（目的及び設置） 

第１条 世田谷区児童虐待通告受付業務及び世田谷区子ども・子育てテレフォン事業を

行う事業者（以下「事業者」という。）の選定を適正に行うため、世田谷区児

童虐待通告受付業務委託及び世田谷区子ども・子育てテレフォン事業委託事業者選

定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 

（所掌事務） 

第２条 委員会の所掌事項は、次の各号に掲げるとおりとする。 

(１) 事業者の公募に応募した者（以下「応募者」という。）が提出した書類等の審

査及び応募者のヒアリングに関すること。 

(２) 前号に掲げるもののほか、事業者の選定に関すること。 

 

（委員会の構成） 

第３条 選定委員会は、別表に掲げる委員長及び委員をもって組織する。 

 

（委員長） 

第４条 委員会に委員長を置き、子ども・若者部長をもって委員長とする。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 委員長は、あらかじめ指定した者に職務を代行させることができる。 

 

（招集等） 

第５条 委員会は、委員長が招集する。 

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決すると

ころによる。 

４ 委員会の会議は、これを公開しない。 

５ 委員会は、必要があると認めるときは、関係職員その他の関係人に出席を求め、そ

の意見、説明等を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

 

（守秘義務） 

第７条 委員は、正当な理由なく、会議の内容その他任務の遂行上知り得た情報を漏ら

してはならない。また、委員を退いた後も同様とする。 

 

（事務局） 

第６条 委員会の事務局は、子ども・若者部児童相談支援課において処理する。 

 

（委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定

める。 
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附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和７年１１月５日から施行する。 

（廃止期日） 

２ この要綱は、本件委託事業者との契約締結日をもって廃止する。 

 

 

 

別表（第３条関係） 

 

世田谷区児童虐待通告受付業務及び世田谷区子ども・子育てテレフォン事業 

委託事業者選定委員会構成員 
 

委員長 子ども・若者部長 

委員 児童相談所長 

委員 各総合支所保健福祉センター子ども家庭支援課長代表 

 


